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別紙一覧

別紙1.2
定義

別紙3.1
表明保証事項

算定割当量売買契約書
[　　　　　]（以下「買主」という。）及び[　　　　　]（以下「売主」という。）は、以下のとおり算定割当量売買契約（以下「本契約」という）を締結する。
第1章　売買の基本条件及び定義
第1.1条（基本条件）


本契約に基づく売買の基本条件は、以下のとおりとする。

	本算定割当量の表示
	本算定割当量の種類
	CER

	
	対象プロジェクト
（プロジェクト番号）
	[　　　　　　　　]

（[　　　　　　]）

	
	売買数量
	[　　] t-CO2e 

	売買価格等

【注：買主が負担する額を記載。】
	単価
	[　　]円/CER（消費税を除く）

	
	代金総額
	[　　]円
	消費税額
	[　　]円

	
	振替手数料
	[　　]円
	その他手数料
	[　　]

	
	総支払額
	[　　]円

	支払日
	●年●月●日

	売渡日
	●年●月●日【注：代金の支払を確認した日から○日後の日という指定も可能。案件に応じて適宜修正。】


第1.2条（用語の定義） TC “第1条
（用語の定義）”\l1

本契約に別段の定めの無い限り、本契約にて用いられる用語については別紙1.2「定義」に定める意味を有するものとする。

第2章　売買

第2.1条（売買）


本契約に基づき、売主は、買主に対して、本算定割当量を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
第2.2条（代金の支払）

買主は、支払日までに、売買価格等を、売主の銀行口座（以下に定める。）に振込み送金することにより支払うものとする。買主は、本項に基づく振込み送金手続を完了した場合には、直ちに売主に対してその旨書面で通知するものとする。なお、振込みに要する手数料は買主が負担する。

【銀行口座の記載】


[　　　　]銀行[　　　]支店


種別：[　　　　　　　　　]


口座名義：[　　　　　　　]


口座番号：[　　　　　　　]

第2.3条（売渡）


売渡日において、売主は、本算定割当量を買主に対して譲渡する旨の意思表示をし、かつ、(i)売主管理口座における本算定割当量の減少記録の申請、及び(ii)買主管理口座（以下に定める。）における本算定割当量の増加記録の申請（以下(i)及び(ii)の手続を併せて「移転記録申請」という。）を行う。売主は、移転記録申請を完了した場合には、直ちに買主に対してその旨書面で通知するものとする。かかる書面には、本算定割当量の識別番号の記載するものとする。

【買主管理口座の記載】


口座開設者名：


口座番号：


口座種別：

第2.4条（前提条件）

1.
代金支払義務の前提条件


本契約に基づく買主の代金の支払義務は、以下の条件が全て成就されていること（又は、かかる条件について買主が免除若しくは猶予したこと）を条件として、実行されるものとする。

(1)
売主の表明保証した事項が、重要な点で真実かつ正確であること。

(2)
売主について債務不履行事由が存在していないこと。

2.
本算定割当量の引渡義務の前提条件


本契約に基づく売主の本算定割当量の引渡義務は、以下の条件が全て成就されていること（又は、かかる条件について売主が免除若しくは猶予したこと）を条件として、実行されるものとする。

(1)
買主管理口座が、開設し、維持されていること。

(2)
買主の表明保証した事項が、重要な点で真実かつ正確であること。

(3)
買主について債務不履行事由が存在していないこと。

(4)
売買価格等の全額の支払いが完了していること。

第3章　表明・保証及び補償
第3.1条（表明及び保証）

1.
売主は、別紙3.1「売主の表明保証事項」記載の各事項について本契約締結日及び売渡日において、当該事項が真実かつ正確であることにつき表明し保証する。

2.
買主は、別紙3.1「買主の表明保証事項」記載の各事項について本契約締結日及び売渡日において、当該事項が真実かつ正確であることにつき表明し保証する。

第3.2条（補償）

1.
売主は、前条第1項に定める表明及び保証が真実でなく若しくは正確でないこと又は本契約に定める売主の義務違反を理由として又はこれらに関連して買主が、損害等を被った場合には、直ちにかかる損害等を買主に補償するものとする。

2.
買主は、前条第2項に定める表明及び保証が真実でなく若しくは正確でないこと又は本契約に定める買主の義務違反を理由として又はこれらに関連して売主が損害等を被った場合には、直ちにかかる損害等を売主に補償するものとする。

3.
売主は買主に対して、本算定割当量に関する瑕疵担保責任又は表明保証責任その他名称や原因の如何を問わず、本算定割当量の品質、性状又は性能等に起因する責任を負わない。
第4章　契約解除

第4.1条（不可抗力に基づく契約の解除）


以下の事由が生じた場合には、売主及び買主は相手方に書面により通知の上、本契約を解除できるものとする。当該通知がなされた時点において本算定割当量の引渡が行われていない場合、売主の本算定割当量に関する引渡し義務は消滅し、また、買主の売買価格等の支払い義務も消滅するものとし、売主及び買主は相互に相手方に対し何らの責任も負わないものとする。

(1)
日本国内若しくはCDM理事会において制定される制度の変更、又は京都議定書に定める第一約束期間中若しくは当該期間以降の温室効果ガス削減義務等に関連する国際ルールに関わる制度の変更等により、算定割当量の売買が不可能となった場合。

(2)
前項のほか、理由の如何を問わず算定割当量の売買取引が制度上不可能となった場合。

第4.2条（債務不履行に基づく契約の解除）
1.
以下の各号に掲げる事由を債務不履行事由とする。

(1)
本契約に基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき。

(2)
本契約に違反したとき。

(3)
(i)破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他適用ある倒産手続開始の申立を受け若しくは自ら申立をなしたとき、(ii)差押え、仮差押え、仮処分その他の保全手続、強制執行若しくは競売等の申立を受けたとき又は(iii)滞納処分を受けたとき。

(4)
振出しもしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止を為したとき。

(5)
裏書若しくは保証した手形又は小切手が不渡りとなり、かつ、不渡り後2日以内にこれに代わる現金を支払わないとき。

(6)
合併によらず解散したとき。

(7)
その他本契約の継続に重大な支障を生じ得る財産状態の悪化、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

2.
債務不履行事由が発生した場合の措置【注：違約金の計算方法を定める場合は網掛けを選択】
(1)
売主又は買主のいずれかが、前項第1号乃至第2号に該当した場合で、かつ、当該債務を履行すべき旨又は当該契約違反を治癒すべき旨の催告を受領後[10]日以内に、なおかかる債務の履行又は契約違反の治癒がなされない場合には、本契約を解除することができる。この場合、相手方は、解除に加え、[以下の定めに従って計算される違約金の支払い／当該解除に起因して自己又は第三者に発生した損害等の賠償]を請求することができる。

[違約金の額＝第1.1条「売買価格等」「代金総額」記載の金額×[0.1]]
(2)
売主又は買主のいずれかが、前項第3号乃至第7号に該当した場合、その相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、相手方は、解除に加え、[前号の定めに従って計算される違約金の支払い／当該解除に起因して自己又は第三者に発生した損害等の賠償]を請求することができる。
(3)
前二号の定めに関わらず、売主は、支払日において、第2.2条に定める銀行口座における売買価格等の入金が確認できない場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、売主は、解除に加え、買主に対して、[第1号の定めに従って計算される違約金の支払い／当該解除に起因して自己又は第三者に発生した損害等の賠償]を請求することができる。

(4)
本条に定めるいずれの解除においても、当該解除の時点で、既に売買価格等の振込み送金手続が完了しており、当該手続に基づき売買価格等の支払いが完了した場合には、売主は、なお、本算定割当量の売渡し義務を負うものとする。
第5章　一般条項

第5.1条（守秘義務）
1.
売主及び買主は、本契約の内容、本契約締結までの交渉内容その他の関連情報、及び本契約の締結に伴って知り得た相手方当事者の業務上の情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として保持し、相手方又は開示した当事者の書面による事前の承諾を得ずしてこれを第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。但し、下記の場合においてはこの限りでない。

(1)
売主又は買主が、本契約の締結及び義務の履行にあたって秘密情報の開示を必要とし、当該者の取締役その他の役員、従業員及びその他の関係者に対して、本条に定めるのと同様の守秘義務を課すことを前提として開示する場合。

(2)
売主又は買主が、本契約の締結及び義務の履行にあたって秘密情報の開示を必要とし、第三者である専門家に対して、本条に定めるのと同様の守秘義務を課すことを前提として開示する場合。

(2)
日本若しくは対象プロジェクト実施国における法律上若しくは行政手続上、又は、日本若しくは対象プロジェクト実施国の行政当局、CDM理事会、UNFCCC事務局その他京都議定書に基づく算定割当量の取引に関連する機関によって開示が義務付けられた場合の必要最小限の開示。

2.
前項の定めにもかかわらず、下記のいずれかに該当する情報は、秘密情報の定義から除外するものとする。

(1)
開示時に、既に公知・公用であった情報。

(2)
開示時に、既に受領した当事者が所有していた情報。

(3)
開示後、受領した当事者の責によらずに公知・公用となった情報。

(4)
開示後、受領した当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報。

(5)
開示後、受領した当事者が第三者より正当に取得した情報。

3.
本条に定める守秘義務は、本契約終了後も3年間有効とする。

第5.2条（法律の適用及び政策・条約・法令変更等）


国際ルールの変更、日本若しくは対象プロジェクト実施国の政策変更（京都議定書からの脱退を含むがこれに限られない。）、又は日本国内法もしくは対象プロジェクト実施国国内法の変更によって、本契約の全部もしくは一部の履行に影響が生じる場合、当該影響に対応する為の本契約の修正に関して、誠意をもって協議を行うものとする。

第5.3条（費用及び租税）

1.
本契約及び本算定割当量にかかる租税及び諸費用は、すべて移転記録完了日をもって区別し、移転記録の完了日より前（当日を含まない）に発生した租税及び諸費用については売主の負担とし、移転記録の完了日以後（当日を含む）に発生した租税及び諸費用については買主の負担とする。

2.
前項の規定にもかかわらず、本算定割当量の売買にかかる消費税（地方消費税を含む。）については買主の負担とする。

第5.4条（権利義務の譲渡禁止）


売主及び買主は、相手方の書面による事前の同意なくして、本契約に基づく契約上の地位又は本契約より生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保差入その他の処分をすることができない。

第5.5条（通知）


本契約に基づき当事者がなすべき通知は全て、手交、バイク便、郵便、ファクシミリ又は電子メールによって以下に定める連絡先宛に行われる。なお、本条に基づく相手方への通知により、各当事者は、各当事者の連絡先の変更を行うことができる。


売主：　　〔所在〕

事務連絡先　●

ファクシミリ：●

電話：●

電子メール：

買主：　　〔所在〕●

事務連絡先　●

ファクシミリ：●

電話：●

電子メール：
第5.6条（準拠法）

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとする。

第5.7条（管轄裁判所）
本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第5.8条（協議事項）
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、都度売主及び買主は誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各1通を保有する。
2008年　月　日
売主

買主

別紙1.1　　定義

定義
「CDM理事会」とは、マラケシュ合意の決定17/CP.7の附属書第C項に記載されている意味を有するものとする。
「CER」とは、温対法第2条6項4号に規定される、京都議定書第12条3(b)に規定する認証された算定割当量であり、t-CO2eにより表記されるものを意味する。
「UNFCCC事務局」とは、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局をいう。
「t-CO2e」とは、二酸化炭素換算量を単位にして温暖化ガスの地球温暖化係数を測定する際の基準をいい、これに従い、1単位はCO2の1メトリックトンの算定割当量相当とする。
「移転記録」とは、売主管理口座における算定割当量の減少の記録及び買主管理口座における算定割当量の増加の記録を総称していう。
「売主管理口座」とは、割当量口座簿上の売主名義の管理口座をいう。
「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日及び法令等により日本において銀行が休業することが認められ、又は休業することが義務づけられている日、以外の日をいう。
「温室効果ガス」とは、温対法第2条第3項に定める意味を有する。

「温対法」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号、その後の改正を含む。）をいう。
「買主管理口座」とは、割当量口座簿上の買主名義の管理口座をいう。

「管理口座」とは、温対法第31条1項2号に定める管理口座をいう。
「気候変動枠組条約」とは、1992年5月9日に米国ニューヨーク州ニューヨーク市において採択された気候変動に関する国際連合枠組条約（United Nations Framework Convention on Climate Change。その後の改正等を含む。）をいう。
「京都議定書」とは、1997年12月1日から同月10日の間に日本の京都において開催された締約国会議に基づき、同月11日付で作成された気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書をいう。
「国際ルール」とは、気候変動枠組条約、京都議定書、マラケシュ合意及びこれらに関連するあらゆる決定、ガイドライン（京都議定書12条4所定のCDM理事会の決定等を含むがこれに限られない。）を総称していう。
「債務不履行事由」とは、第4.2条第1項各号に掲げる事由をいう。
「算定割当量」とは、温対法第2条6項に規定される算定割当量をいう。
「損害等」とは、損害、損失又は費用等（但し、故意又は重過失に起因しない機会損失その他の間接損害を除く。）をいう。
「対象プロジェクト実施国」とは、対象プロジェクトを実施する国をいう。
「締約国会議」とは、気候変動枠組条約の締約国により開催される会議をいう。
「マラケシュ合意」とは、2001年10月29日から11月10日にかけてマラケシュで開催された第7回締約国会議に関する報告書中のMarrakech Accordsと、それに基づいて採択された関連の決定、ガイドライン等を意味する。
「割当量口座簿」とは、京都議定書第7条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定に従って、温対法第六章の規定その他法令等に基づいて開設される割当量口座簿をいう。
別紙3.1　　表明保証事項

売主に関する事項

(1)（適法な設立及び権利能力）

売主は、日本法に基づき適式に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有している。

(2)（内部手続）

売主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、売主の会社の目的の範囲内の行為であり、売主はかかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、法令上及び売主の内部規則において必要とされる一切の手続を履践している。

(3)（本契約の効力）

本契約は、その締結により、売主の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものである。

(4)（許認可等及び内部規則その他契約等との抵触）

売主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行により、(i)本契約に別途明確に定められるものを除き政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾もしくは同意等又はそれらに関する通知等が要求されることはなく、かつ、(ii)法令等、売主の定款その他の内部規則、売主を当事者とする又は売主もしくは売主の財産を拘束しもしくはこれに影響を与える契約又は証書等に抵触又は違反することにはならない。

(5)（訴訟等の不存在）

売主の財務・経営の状況、又は売主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連し、これらに重大な悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属していない。

(6)（財務状況等）

売主は、債務超過又は支払停止の状態になく、かつ、売主について破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はその他適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かつ、いずれの原因となる事由も存在しない。

(7)（判決等の不存在）

売主による本契約及び本契約において売主により締結・交付されるものとされている全ての文書に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼした又は及ぼすおそれのある売主に対する判決、決定又は命令はなく、売主による本契約及びかかる契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼした又は及ぼすおそれのある売主に対する訴訟、裁判、調査その他の法的手続又は行政手続が裁判所もしくは政府機関に係属し又は政府機関により行われておらず、売主の知る限り、提起又は開始されるおそれもない。

買主に関する事項

(1)（適法な設立及び権利能力）

買主は、日本法に基づき適式に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有している。

(2)（内部手続）

買主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、買主の会社の目的の範囲内の行為であり、買主はかかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、法令上及び買主の内部規則において必要とされる一切の手続を履践している。

(3)（本契約の効力）

本契約は、その締結により、買主の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものである。

(4)（許認可等及び内部規則その他契約等との抵触）

買主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行により、(i)本契約に別途明確に定められるものを除き政府機関その他の第三者の許認可、登録、承諾もしくは同意等又はそれらに関する通知等が要求されることはなく、かつ、(ii)法令等、買主の定款その他の内部規則、買主を当事者とする又は買主もしくは買主の財産を拘束しもしくはこれに影響を与える契約又は証書等に抵触又は違反することにはならない。

(5)（訴訟等の不存在）

買主の財務・経営の状況、又は買主による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連し、これらに重大な悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属していない。

(6)（財務状況等）

買主は、債務超過又は支払停止の状態になく、かつ、買主について破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はその他適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かつ、いずれの原因となる事由も存在しない。

(7)（判決等の不存在）

買主による本契約及び本契約において買主により締結・交付されるものとされている全ての文書に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼした又は及ぼすおそれのある買主に対する判決、決定又は命令はなく、買主による本契約及びかかる契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼした又は及ぼすおそれのある買主に対する訴訟、裁判、調査その他の法的手続又は行政手続が裁判所もしくは政府機関に係属し又は政府機関により行われておらず、買主の知る限り、提起又は開始されるおそれもない。

以　上















【ご利用上の注意】





この雛形は、利用者の利便性を考えて幅広い関係者の意見を極力反映した標準的な契約書の案文を提案するものです。実際の取引にあたっては、各取引の内容に応じて、以下のような点に留意の上、契約内容を確定していただくことを想定しています。


(1)	この雛形は、売主が契約締結の時点で保有している発行済みクレジットを、買主に売却することを想定している契約です。


(2)	この雛形は、売買目的物であるクレジットの全量を、1回で買主に対して移転することを想定している契約です。しかし、実際には、クレジットが複数回に分けて移転される場合があります。


(3)	クレジットの移転や代金の支払いのタイミング、違約金の計算方法等契約内容の詳細については、各取引に応じて検討する必要があります。


(4)	売主の立場であるか買主の立場であるかに応じて、各条項の内容を検討する必要があります。





※この雛形は無料でご自由に利用いただけますが、利用したことで利用者に損害等が生じても、国際協力銀行、ナットソース・ジャパン株式会社および一般財団法人海外投融資情報財団は一切の責任を負いません。
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